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市町村地域福祉計画の策定について 

市町村地域福祉計画の策定については、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）及び「市町村地域福

祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」（平成１４年４月１日社援発第０４０１００４

号本職通知）により実施されているところである。 

先般、通知した「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」（平成１

９年８月１０日雇児総発第０８１０００３号、雇児育発第０８１０００１号、社援総発第０８１０００

１号、社援地発第０８１０００１号、障企発第０８１０００２号、老総発第０８１０００１号課長連名

通知）（以下「要援護者支援に係る実施通知」という。）において、地域における要援護者に係る情報

の把握・共有及び安否確認方法等を市町村地域福祉計画に盛り込むこととしたところであるが、今般、

その盛り込むべき具体的な事項を別添「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事

項」（以下「要援護者支援方策」という。）のとおり定めたので通知する。 

日頃から要援護者の情報を適切に把握し、民生委員児童委員等の関係機関等との間で共有を図ること

が、要援護者が安心して地域での生活を送ることができることにつながるものであることから、全ての

市町村においては、この要援護者支援方策を踏まえた市町村地域福祉計画の策定が求められている。 

なお、こうした取り組みが災害時などの緊急事態の際の迅速かつ的確な要援護者支援にも資するもの

である。 

貴職におかれては、この趣旨を踏まえ、市町村地域福祉計画の見直しについて、管内市町村への周知

及び支援方ご配慮願うとともに、市町村地域福祉計画が未策定な市町村に対しては、早急に計画策定が

行われるよう支援願いたい。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に基づく技

術的助言に当たるものである。 



（別添） 

要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項 

１．要援護者の把握に関する事項 

要援護者の把握方法 

市町村の福祉関係部局において、適切かつ漏れのない要援護者情報を日頃から把握しておくための方

法や、把握した情報の集約と適切な管理の方法ついて具体的に明記する。 

（要援護者情報の把握方法の例） 

・  要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 

・  障害者の情報に関しては、障害程度区分情報等により把握する。 

・  妊産婦及び乳幼児の情報に関しては、母子健康手帳の発行状況や住民基本台帳担当部局と連携し住

民基本台帳を活用する等により把握する。 

・  ひとり暮らし高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、住民基本台帳担当部局と連携し住民基本

台帳を活用する等により把握する。 

・  行政のみでは把握することが困難な情報（例えば、日中のひとり暮らし高齢者、病弱者を抱えてい

る高齢者世帯等の情報等）については、民生委員児童委員等に協力を依頼することにより把握する。 

・  その他、各地域において独自に設置されている福祉委員や町内会等近隣住民による日常的な見守り

活動等を通して把握されている高齢者夫婦世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者、子育て家庭など安

否確認等が必要な者のリストやマップが整 備されている例もあることから、これら近隣住民等活

動者等と連携して把握する。 

 

２．要援護者情報の共有に関する事項 

（１）関係機関間の情報共有方法 

１の方法により把握された要援護者情報の共有については、「要援護者支援に係る実施通知」にお

いて、要援護者情報を民生委員児童委員等の関係機関と共有する方式として、以下が示されているの

で、これらを参考に、その共有方式を明記するとともに、当該方式に基づく具体的な関係機関間の情

報共有方法について明記する。 

(1)  要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等への登録を希望した者

の情報を収集する方式（手上げ方式） 

(2)  福祉関係部局等が、要援護者に直接働きかけ、必要な情報を収集する方式（同意方式） 



(3)  要援護者本人から同意を得ない場合であっても、地方公共団体の個人情報保護条例において、保

有個人情報の目的外利用・第三者提供を可能とする規定を整備することにより、個人情報を他の関

係機関との間で共有する方式（関係機関共有方式）。 

（２）情報の更新 

定期的に要援護者名簿の見直しを行うなど要援護者情報更新のための具体的方法を明記する。 

 

３．要援護者の支援に関する事項 

（１）日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策 

自治会・町内会の福祉委員や民生委員児童委員による訪問活動、社会福祉協議会等によるいきい

きサロン活動や要援護者マップづくり等、要援護者に対する近隣住民等による日常的な見守り活動

や助け合い関係づくりを推進する方策について、具体的に明記する。  

（例） 

・  区域内を小中学校区等の地区に分け、地区担当の活動推進職員を配置する。 

・  近隣住民等の活動者が活動する拠点として活用できる場所（空家、空き保育園）等の確保や環境整

備を支援する。 

・  地域包括支援センター等の専門機関と民生委員児童委員、近隣住民等活動者の連絡会議を開催し日

常的な協力関係をつくる。 

・  住民や関係機関が先進地の取り組みから学ぶ研修会を開催する。 

 

（２）緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくり  

要援護者の安否確認情報を集約する市町村の連絡担当者を明確にする等、民生委員児童委員、近

隣住民等活動者や事業者等が要援護者の異変を発見した場合や、災害時など緊急対応が発生した場

合の安否確認情報が各市町村の担当部局に円滑に報告されるための役割分担と連絡体制について具

体的に明記する。 

併せて、病気その他により民生委員児童委員、近隣住民等活動者が一時的に活動できない場合や

連絡が取れない場合に、代替者が安否確認を行う体制についても具体的に明記する。 


